
 
 
 
 
 

 
               
 

            

      

今
年
度
、
保
育
園
に
は
37
名
の
新

規
採
用
保
育
士
、
３
名
の
看
護
師
、 

１
名
の
栄
養
士
が
配
属
と
な
り
ま
し

た
。 

 

ま
た
、
保
育
園
か
ら
、
児
童
相
談
所

開
設
準
備
課
に
６
名
が
異
動
と
な
り
ま

し
た
。 

そ
の
他
、
保
育
士
の
他
施
設
へ
の
異

動
は
６
名
、
他
施
設
か
ら
保
育
園
に
１

名
の
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

 

今
年
３
月
末
に
は
、
定
年
延
長
の
た

め
、
定
年
退
職
者
が
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
退
職
さ
れ
た
方
、
再
任
用
短
時
間

と
し
て
勤
務
に
就
い
た
方
、
定
年
延
長

を
さ
れ
た
方
、
様
々
で
し
た
。 

  

新
入
職
員
も
、
８
日
か
ら
は
、
保
育

園
の
一
員
と
し
て
の
仕
事
が
始
ま
り
ま

す
。 

 

育
休
を
明
け
て
戻
っ
て
く
る
保
育
士

も
い
て
、
４
月
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
本

格
的
な
体
制
に
な
り
ま
す
。 

 

  

４
月
１
日
よ
り
、
コ
ド
モ
ン
が
導
入
さ

れ
ま
し
た
。 

３
月
の
保
育
園
連
絡
会
で
、
進
捗
状

況
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
全
く
触
っ
た
こ

と
が
無
い
」
と
い
う
園
も
あ
れ
ば
、
「
保

護
者
か
ら
の
入
力
を
各
ク
ラ
ス
で
確
認

し
た
」
と
い
う
園
も
あ
り
、
ス
タ
ー
ト
に

向
け
て
か
な
り
の
差
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

<

ス
タ
ー
ト
に
当
た
り
、心
配
事
は
？>

 

・
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け
で
、
何
が 

分
か
ら
な
い
か
が
分
か
ら
な
い 

・
説
明
も
し
っ
か
り
受
け
て
い
ず 

不
安 

・
４
月
１
日
ス
タ
ー
ト
の
た
め
、
新 

年
度
の
忙
し
さ
で
ミ
ス
が
生
ま
れ 

な
い
か
心
配 

・
保
護
者
か
ら
質
問
さ
れ
て
も
答
え 

ら
れ
る
か･･･ 

・
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
な
く
し
た
り
、
壊 

し
た
り
し
な
い
か
心
配 

・
故
障
し
た
と
き
、
エ
ラ
ー
に
な
っ 

た
と
き
は
ど
う
す
る
の
？ 

・
Ｗ
ｉ
―
Ｆ
ｉ
は
問
題
な
い
の
か
？ 

・
以
前
使
用
し
た
と
き
に
、
保
護
者 

の
入
れ
忘
れ
や
、
他
児
と
間
違
え 

た
と
き
、
職
員
の
手
入
力
が
必
要 

だ
っ
た
が
、
事
務
時
間
を
き
ち
ん 

と
保
障
し
て
く
れ
る
の
か
？ 

・
７
時
か
ら
稼
働
さ
せ
る
た
め
に
は
、 

７
時
前
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
の
で
、
き
ち
ん
と
超
勤
を
付 

け
て
く
れ
る
の
か
？ 

 

19
時
番
も
同
様
に 

 
 

<

保
育
運
営
課
の
回
答>

 

・
故
障
し
た
と
き
は
、
連
絡
を
も
ら 

え
ば
す
ぐ
に
違
う
物
が
届
く
の
で
、 

台
数
が
減
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん 

・ 

Ｗ
ｉ
―
Ｆ
ｉ
の
心
配
は
無
く
、
携 

帯
電
話
と
同
様
シ
ム
カ
ー
ド
が 

入
っ
て
い
て
、
事
務
所
か
ら
離
れ 

て
も
使
え
ま
す 

 ・ 

「７
時
前
に
セ
ッ
ト
し
た
り
、
19
時 

 
 

過
ぎ
に
回
収
し
た
り
し
た
場
合
は
、 

き
ち
ん
と
超
勤
を
付
け
て
く
だ
さ 

い
。
そ
の
他
の
時
間
外
勤
務
、
昼 

休
憩
が
取
れ
ず
勤
務
し
た
場
合 

も
、
き
ち
ん
と
超
勤
を
付
け
て
く 

だ
さ
い
」と
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、 

つ
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
！ 

 

2024 年４月 9 日（火） 

６９０号 

船橋市職労福祉支部 

発行責任者  村上はつみ 

コ
ド
モ
ン
導
入
！ 



             

組 合    福 利 厚 生 

★昨年 11 月の定期大会で、慶弔金の一部が変更されました （変更部分を太字で示します） 

 「銀婚祝い金」 4 月から無くなりますが、3 月 31 日までに銀婚を迎えた方で、 

事由発生後 2 年たっていない方は申請できます 

  「55 歳祝い金」 4 月 1 日以降、55 歳の誕生日を迎えた方にお祝い金が出ます。 

誕生日が分かる物（免許証のコピーなど）を添付してください。 

直接組合事務室に来られる方は、提示してください。 

  ★職場にある古い「申請用紙」も使えます。枚数が足りない場合、「５５歳祝い金」の申請は、 

用紙を渡しますのでお知らせください。 

＜慶弔費＞ 

・結婚祝い金（10,000 円） 

・出産祝い金（10,000 円） 

・入学祝い金（10,000 円）     小学校・中学校・高等学校・中学後就職 

・55 歳祝い金（5,000 円） 

・長期勤続祝い金（１５年      平成２１年（２００９年）入所   10,000 円） 

        （２０年      平成１６年（２００４年）入所   20,000 円） 

        （２５年      平成１１年（１９９９年）入所   30,000 円） 

        （３０年      平成 ６年（１９９４年）入所   30,000 円） 

        （３５年      平成 １年（１９８９年）入所   50,000 円） 

        （４０年      昭和５９年（１９８４年）入所   50,000 円） 

・死亡     組合員本人      100,000 円 

        配偶者         50,000 円 

        同居する子ども     50,000 円 

        父母・義父母      10,000 円 

・傷病見舞金   ３０日以上の療養                    10,000 円 

         組合主催行事による入院・通院             10,000 円 

・餞別金     定年以外の退職（組合期間１年以上）          10,000 円 

         定年による退職                    20,000 円 

・住宅災害    1,000 円 ～ 100,000 円 

  罹災証明・被害見積等  所定の書類が必要 

・障がい見舞金  2,000 円 ～ 100,000 円 

＜申請の仕方＞ 

① 「慶弔金申請用紙」(用紙は組合事務室または職場にあります)に必要事項を記入する 

   （１つのことに対し、1 つ（３枚綴り）の申請用紙を提出して下さい） 

② 職場委員に「職場委員名」欄の記入・捺印をしてもらう 

   （３枚綴りなので、３枚全てに捺印を忘れずに） 

③ 組合提出 

   給付金の受け取りは、銀行振り込み、または本人及び代理人の受領とします 

   職場周り（園周り）している施設については、その時にできます 

   （保育園は、連絡会でも提出できます） 

④ 事象後の申請となります。また、発生時より２年経つと無効になります。 忘れずに！ 

 


